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○地域住民からの意見聴取方法について
筑後川河川事務所
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■矢部川水系河川整備計画（変更原案）の公表後に広く地域住民の意見を聴取するため、下記により意見聴取を行う。

①住民説明会の開催（案）【流域４会場】

②意見箱の設置による意見聴取（案）【流域17カ所】

矢部川沿川の各市内において住民説明会を開催予定

○柳川市内1箇所

○筑後市内1箇所

○みやま市内1箇所

○八女市内1箇所

合計：4箇所にて実施予定

整備計画策定時住民説明会実施状況

八女市内 柳川市内

整備計画策定時意見箱設置状況

意見箱設置箇所 計17箇所（予定）

1
柳川市役所柳川庁舎

７
柳川市立三橋図書館

１３
八女市役所

2 柳川市大和庁舎 ８ 柳川市立雲竜図書館 １４
筑後川河川事務所

3
柳川市三橋庁舎

９
みやま市役所本庁

１５
筑後川河川事務所
矢部川出張所

4
柳川市立大和公民館

１０
みやま市高田支所

１６ 筑後船小屋駅（ＪＲ）

５
柳川市立三橋公民館

1１
みやま市山川支所

１７ 道の駅みやま

６
柳川市立図書館（本館）

１２
筑後市役所
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■矢部川水系河川整備計画（変更原案）の公表後に広く地域住民の意見を聴取するため、下記により意見聴取を行う。

③事務所ホームページからの意見聴取（案）

ホームページ
入力フォーム？
（イメージ）

矢部川水系河川整備計画（変更原案）に関するご意見を募集しています

※事務所ホームページのトップ画面から整備計画（変更原案）の閲覧及び意見聴取のためのアンケート入力が
可能となる画面へのリンクを設置
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■矢部川水系河川整備計画（変更原案）の公表後に広く地域住民の意見を聴取するため、下記により意見聴取を行う。

④【その他】矢部川水系河川整備計画（変更原案）パンフレット（案）


